
市有財産有償貸付契約書（案） 

 

 

１ 件  名  令和６年度以降分浜松市自動販売機設置場所貸付 

        （入札番号 ６－９ 食肉地方卸売市場） 

 

２ 貸付物件  場所 食肉地方卸売市場 （別表１参照） 

 

３ 契約金額  金      円 （内訳について、別表２参照） 

 （貸付金額） （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金    円） 

 ※契約日以後に消費税率の変更があったときは、消費税及び地方消

費税相当額を変更後の税率によるものとする。 

 

４ 貸付期間  令和 ６年 ４月 １日 から 

        令和 ８年１２月３１日 まで 

 

５ 契約保証金 浜松市契約規則第２７条第１項第３号により免除 

 

 

  上記の貸付契約について、 浜松市 を貸付人とし、           を借

受人として、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するも

のとする。 

  本契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自１

通を保有する。 

 

 

令和６年２月２２日 

 

 

      貸付人  住所又は所在地  浜松市中央区元城町１０３番地の２ 

           氏名又は名称   浜松市 

代表者 浜松市長 中野 祐介 ㊞ 

 

 

 

      借受人  住所又は所在地  

           氏名又は名称    

                                    ㊞ 



 

条   項 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 貸付人及び借受人は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならな

い。 

 

（貸付物件） 

第２条 貸付人は、別表１に記載する場所（以下「貸付物件」という。）を借受人に有

償で貸付け、借受人はこれを借受ける。 

２ 貸付人は、貸付期間の初日に、貸付物件を現状有姿にて借受人に引き渡す。 

 

（使用目的） 

第３条 借受人は、貸付物件を自動販売機設置運営事業（借受人自ら貸付物件に自動

販売機を設置し、貸付期間中継続して営業・運営する事業をいう。以下同じ。）にの

み使用し、他の目的には使用しないものとする。 

 

（遵守事項） 

第４条 借受人は、自動販売機設置運営事業の実施に当たり、次の各号に掲げる事項

を遵守して貸付物件を使用しなければならない。 

 (1) 自動販売機の設置及び運用における遵守事項 

  ア 環境への配慮から、ピークシフト、ピークカット等省エネルギー機能搭載型

かつノンフロン対応型の機種を設置すること。 

  イ 常に使用が可能な状態で設置すること。 

  ウ 転倒防止等耐震対策を施すこと。 

  エ 営業許可を要する飲料を販売する自動販売機を設置するときは、関係法令に

基づく当該許可を受けたことを証する書類の写しを貸付人に提出すること。 

  オ 設置に当たり電気工事その他の工事を必要とするときは、貸付人の指示に従

って行い、工事完了後は当該完了を貸付人に報告すること。 

  カ 設置後に貸付人の確認を受け、施設管理上支障があると指摘されたときは、

指示に従い速やかに是正すること。 

  キ 自動販売機の転倒等により第三者に損害を与えたときは、借受人の責任にお

いて適切な対応及び処理を行うこと。 

  ク 故障、不具合等が生じた際の問合せ連絡先を、自動販売機に明記すること。 

 (2) 回収ボックスの設置及び運用における遵守事項 

  ア 貸付人の指示に従い、指定の位置に設置し、設置後は当該完了を貸付人に報

告すること。 

  イ 常に使用が可能な状態を維持すること。 

  ウ 衛生的に良好な状態で管理をすること。 

  エ 分別回収、リサイクル処分に努めること。 



  オ 回収した飲料容器等の搬出方法及び搬出時間については、貸付人と協議のう

え決定すること。 

 (3) 販売品についての遵守事項 

  ア 販売品は、缶又はペットボトル入りの飲料とし、展示されている商品サンプ

ル中のペットボトル飲料の割合を 1/2 以下にすること。 

  イ 酒税法第２条第１項に規定する酒類及びその類似品を販売しないこと。 

  ウ 販売品の補充及び維持管理は、借受人の責任において行うこと。 

  エ 賞味期限の管理を行い、衛生的な管理に努めること。 

  オ 販売価格は一般的な標準価格とし、標準価格より高い価格での販売はしない

こと。 

  カ 搬入方法及び搬入時間については、貸付人と協議のうえ決定すること。 

 

（工事費の負担） 

第５条 借受人は、自動販売機設置運営事業の実施に必要な電気工事、電気料金等の

支払いに必要なメーター設置工事その他の工事について、その費用の全てを負担す

る。 

 

（貸付期間） 

第６条 貸付期間は、令和６年４月１日から令和８年１２月３１日までの２年９か月

間とし、更新はしないものとする。 

 

（貸付料） 

第７条 貸付期間における各年度分の貸付料は、別表２左欄に記載の額とする。なお、

各年度分の貸付料は、２回払いとし、前期（４月１日から９月３０日まで）分、後

期（１０月１日から翌年３月３１日まで、令和８年度にあっては１０月１日から 

１２月３１日まで）分それぞれの支払い額は、同表右欄に記載の額とする。 

２ 貸付料は、貸付期間の満了日前に本契約を解除したときは、当該年度中に貸付し

ていた月数により月割り計算する。ただし、貸付期間の初日から契約解除日までの

期間が１か月に満たないときは、日割り計算する。なお、月割り又は日割り計算し

た貸付料に１円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 

３ 消費税法及び地方税法の改正等による税率の改正のため、消費税相当額が変更に

なるときは、当該改正後の税率が適用される日以降に係る期間に応当する貸付料は、

改正後の税率に基づき計算した額に改定するものとする。 

 

（貸付料の支払い） 

第８条 借受人は、前条の規定による各年度分の貸付料を、前期分にあっては当該年

度の９月３０日までに、後期分にあっては当該年度の３月３１日まで（令和８年度

にあっては１２月３１日まで）に、それぞれ貸付人の発行する納入通知書により貸

付人に支払わなければならない。ただし、これらの期日が浜松市の休日を定める条

例（平成元年浜松市条例第７６号）第１条の市の休日であるときは、当該市の休日



の翌日をもってその期限とする。 

 

（光熱水費） 

第９条 借受人は、自動販売機設置運営事業に係る貸付期間中の電気料金、水道料金

及び下水道料金（以下「光熱水費」という。）について、その全てを負担する。 

２ 前項の光熱水費については、貸付人が、電気料金にあっては月単位で、水道料金

及び下水道料金にあっては２か月単位で次の各号により計算し、借受人に通知する

ものとする。なお、計算した光熱水費に１円未満の端数があるときは、その端数は

切り捨てる。 

 (1) 電気料金 

  （電力量単価＋燃料費調整単価＋その他賦課金単価等）（円／kWh、税込）×子メ

ーターの数値により算出する月間消費電力量（kWh） 

 (2) 水道料金 

  子メーターによる使用水量（㎥）÷２か月分の貸付物件所在施設の使用水量（㎥） 

 ×２か月分の使用料金（ただし、基本料金を除く。） 

 (3) 下水道料金 

  子メーターによる排出水量（㎥）÷２か月分の貸付物件所在施設の排出水量（㎥） 

 ×２か月分の使用料金（ただし、基本料金を除く。） 

３ 貸付人は、前項第３号に掲げる下水道料金の計算に当たっては、同号の排出水量

を同項第２号に掲げる使用水量と同一の水量と看做して計算するものとする。 

 

（光熱水費の支払い） 

第１０条 借受人は、前条の規定による光熱水費を、電気料金にあっては月ごとに、

水道料金及び下水道料金にあっては２か月ごとに、それぞれ貸付人の発行する納入

通知書により、貸付人の指定する期日までに貸付人に支払わなければならない。た

だし、これらの期日が浜松市の休日を定める条例（平成元年浜松市条例第７６号）

第１条の市の休日であるときは、当該市の休日の翌日をもってその期限とする。 

 

（遅延損害金） 

第１１条 借受人は、貸付料、光熱水費その他本契約に基づく金銭を各支払期日まで

に支払わないときは、浜松市税外収入金の延滞金に関する条例（昭和３３年浜松市

条例第５号。同条例を改正する条例を含む。）の規定による延滞金の額の計算の例に

よって計算した額の遅延損害金を、貸付人に支払わなければならない。 

 

（契約不適合） 

第１２条 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容

に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、

契約の解除をすることができない。 

 

（転貸等の禁止） 



第１３条 借受人は、貸付物件を第三者に転貸し又は賃借権その他の使用若しくは収

益を目的とする権利を設定してはならない。 

 

（物件保全義務等） 

第１４条 借受人は、常に善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保存に

努めなければならない。 

２ 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又はき損したときは、直ちに貸付人に

その状況を通知しなければならない。 

３ 借受人は、第１項の注意を怠る等その責に帰すべき事由によって貸付物件を滅失

又はき損させたときは、自らの責任と負担において、貸付物件を原状に回復しなけ

ればならない。 

４ 借受人は、第１項の注意を怠る等その責に帰すべき事由によって第三者に損害を

与えた場合は、賠償の責を負うものとし、貸付人が借受人に代わって当該賠償の義

務を果たしたときは、貸付人は借受人に求償することができるものとする。 

５ 借受人の責に帰すべき事由以外の事由により、貸付物件が滅失又はき損したとき

は、貸付人及び借受人が協議して、修繕に必要な経費の負担を決定するものとする。 

 

（実地調査等） 

第１５条 貸付人は、債権の保全その他必要があると認めたときは、借受人に対して、

業務又は資産の状況に関する帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき

資料若しくは報告の提出を求めることができる。この場合において、借受人は、そ

の調査を拒み、妨げ又は報告を怠ってはならない。 

 

（違約金） 

第１６条 借受人は、第１３条から前条までに定める義務に違反したときは、違約金

として違反した年度の貸付料に相当する金額を貸付人に支払わなければならない。

ただし、その違反するに至った事由が借受人の責に帰すことができないものである

と貸付人が認めるときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する違約金は、第２２条第１項に定める損害賠償額の予定又はその一

部と解釈しないものとする。 

 

（貸付人の催告による解除） 

第１７条 貸付人は、借受人が本契約に定める義務を履行しない場合において、相当

の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務

が履行されないときは、本契約を解除することができる。 

２ 貸付人は、貸付人が公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするときは、

本契約を解除することができる。 

 

（貸付人の催告によらない解除） 

第１８条 貸付人は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を



しないで直ちに本契約を解除することができる。 

 (1) 役員等（借受人が個人である場合にはその者を、借受人が法人である場合には

その役員又は支店の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定

する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない

者（以下「暴力団員等」という。）であると認められるとき。 

 (2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると

認められるとき。 

 (3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められる

とき。 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いると認められるとき。 

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

 (6) 転貸契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当するこ

とを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 

 (7) 借受人が、第１号から第６号までのいずれかに該当する者を転貸契約その他の

契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、貸付人が借受人

に対して当該契約の解除を求め、借受人がこれに従わなかったとき。 

 (8) 借受人が、破産、会社更生、民事再生、清算又は特別清算その他倒産手続きに

ついて、借受人の取締役会で当該申し立てを決議したとき、又は第三者によって

当該申し立てがなされたとき。 

 

（借受人による解除） 

第１９条 借受人は、貸付人が本契約に定める義務を履行しないときは、相当の期間

を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行

されないときは、本契約を解除することができる。 

２ 借受人は、第６条に規定する貸付期間にかかわらず使用目的を終了するときは、

使用目的を終了する日の２か月前までに書面により貸付人に予告した上で、本契約

を解除することができる。 

 

（暴力団の排除のための協力） 

第２０条 借受人は、本契約の履行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けた

ときは、貸付人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除の

ために必要な協力を行わなければならない。 

２ 借受人は、本契約を基礎として生じる契約の締結及び履行に際しては、当該契約

の相手方に対し、当該契約の履行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けた



ときは、借受人を通じて貸付人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の

暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。 

 

（原状回復） 

第２１条 借受人は、第６条に定める貸付期間が満了し、又は第１７条から第１９条

の規定により本契約を解除して貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の

満了日又は契約解除日までに、借受人の負担と責任にて貸付物件を原状に回復して

返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議により、原状回復の程度

を定めることができる。 

２ 借受人は、前項ただし書により原状回復の程度を定めて貸付物件を返還した場合

において、借受人が貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕料等の必要費その他

の費用（以下「有益費等」という。）があっても、これを貸付人に請求しないものと

する。 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、借受人は、本契約とは別の契約により第６条に

定める貸付期間満了後も貸付物件を引き続き使用する権利を得、かつ貸付人が認め

るときは、貸付物件を原状に回復せず、返還時の現状を以って返還することができ

る。この場合における有益費等の扱いについては、前項の規定を準用する。 

４ 貸付人は、借受人が第１項に規定する義務を履行しない場合は、借受人が設置し

た自動販売機を移設し管理することができるものとし、貸付人に費用が生じたとき

は、借受人に対して当該費用を求償することができる。 

 

（損害賠償等） 

第２２条 借受人は、本契約に定める義務の不履行により貸付人に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

２ 貸付人は、本契約に定める義務の不履行により借受人に損害を与えたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。 

３ 貸付人は、第１７条第２項に規定する解除権の行使により借受人に損失が生じた

ときは、その損失を補償しなければならない。 

 

（利用者対応） 

第２３条 借受人は、自動販売機設置運営事業により生じる直接又は間接のトラブル、

苦情等について、一切の責任をもって解決するものとする。 

 

（契約の費用） 

第２４条 本契約に要する費用は、借受人の負担とする。 

 

（管轄裁判所） 

第２５条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えは、貸付物件を管轄する地

方裁判所をもって第一審の合意による専属的管轄裁判所とする。 

 



（疑義の決定） 

第２６条 本契約に関し疑義のあるときは、貸付人と借受人が協議して決定するもの

とする。 

 

 

別表１（第２条第１項関係（貸付物件）） 

入札番号 設置場所 
占有面積 

（㎡） 

販売機の仕様 

備考 

販売品 機能 

６−９ 
食肉地方卸売市場 

（工作室横：屋外） 
2.40 

缶、ペットボトル入

飲料 
環境配慮型  

 

 

別表２（第７条第１項関係（貸付料）） 

各年度分貸付料 各期支払額 

令和６年度 

 金＊＊円（消費税込） 

前期分 金＊＊円（消費税込） 

後期分 金＊＊円（消費税込） 

令和７年度 

 金＊＊円（消費税込） 

前期分 金＊＊円（消費税込） 

後期分 金＊＊円（消費税込） 

令和８年度 

 金＊＊円（消費税込） 

前期分 金＊＊円（消費税込） 

後期分 金＊＊円（消費税込） 

合計（令和６年度から令和８年度） 

 金＊＊円（消費税込） 

 

 

 


